
 
 
 

令和７年度 第３回 

野田市公共下水道運営審議会 次第 
 
 

日 時 令和７年１０月１７日（金） 

 午後２時から 

場 所 野田市役所高層棟８階 大会議室 

 

 

 

１ 開  会 

 

２ 市長挨拶 

 

３ 議  事  議案第１号 

野田市下水道事業経営戦略の改定（案）について 

 

４ 答  申  野田市下水道事業経営戦略の改定について 

 

  ５ 報  告  （１）報告第１号 

野田市公共下水道事業財政状況について 

          （２）報告第２号 

野田市下水道事業経営戦略の事業評価について 

 

  ６ そ の 他 

 

７ 閉  会 



議案第１号

　野田市下水道事業経営戦略の改定（案）について



野田市下水道事業経営戦略（素案）に対する意見募集の結果について

　パブリック・コメント手続によって寄せられた意見と市の考え方は、次のとおり
です。

１　政策等の題名
　　　　　　　　　　　　野田市下水道事業経営戦略（素案）

２　意見の募集期間
令和７年８月２０日（水曜日）から令和７年９月１８日（木曜日）まで

３　意見の募集結果
①提出者数・意見数　　　　　　　３人　　　４件
②提出方法　　　　　　直接持参　２人　　　３件
　　　　　　　　　　　　郵　　送　１人　　　１件
　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　０人　　　０件
　　　　　　　　　　　　Ｅメール　０人　　　０件
　　　　　　　　　　　　ちば電子申請サービス　０人　　　０件
③政策等に反映した意見　　　　　　　　　　０件

４　意見の概要と市の考え方

№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

全体

１ 座生川の水を美しく

－下水道事業経営戦略と水環

境の保全－

「野田市下水道事業経営戦略」

を読ませていただいて感じたこ

とを、次のように述べさせていた

だきます。

１　野田市唯一の都市河川「座

生川」

下水道事業の目的の一つ水質

の保全を、東京湾や江戸川、利根

川について述べることは広域行

政に関わり、別の機会があると思

われますが、野田市の下水道事業

経営戦略として言及する必要が

あるのではないでしょうか。

座生川は、元々は野田市駅近く

の小さな池を水源とした水路で、

昭和の頃は、中央市街地において

野田高校前通りに接して東西に

走る「大どぶ」と知られ、下流部は

農業用排水路として利用され、一

水質の保全については、P27「第

５章　経営の基本方針」の「１

基本理念」の中で、「野田市汚水適

正処理構想」（平成２７年度策

定。令和４年度見直し）の目的の

一つである「公共水域の水質保

全」を踏まえ本市下水道の基本理

念を「豊かなみどりと安全で安心

な暮らしを支える下水道」とし、

基本目標を設定していることか

ら原案のとおりとさせていただ

きます。

修正無し
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

部は形を変えて座生沼となって、

江戸川に排水されていたと記憶

しています。座生川の全体の流域

は、野田市役所、けやきのホール、

野田市駅、愛宕駅、七光台駅、清水

公園駅を含む市街地の数千ヘク

タールくらいになると思います。

そのほとんどは市街化区域で、野

田市唯一の中央市街地を流域と

する都市河川になるのではない

でしょうか。

２　美しくない座生川の水

私は、健康維持のため週に２，

３度サイクリングをしておりま

す。ルートは色々ですが、最も多

いのが愛宕駅近くから清水公園

駅前を通り、座生川に沿って江戸

川に至るルートです。川では水鳥

や亀などが遊ぶ気持ちが良いル

ートです。

しかし、よく見ると残念ながら

川の水は汚れており、小さな沼が

ある下流域に至っても水質は同

様です。

３　なぜ汚い水が流れるのか

良好な水環境を保全し快適な

生活環境を保つための公共下水

道が普及した、野田市の中央市街

地を流域とする座生川の水質が

なぜ悪いのか、その理由について

考えてみます。

①公共下水道に未接続の家庭

や事業所が多く存在する。

公共下水道が普及すれば、家庭

汚水や産業排水を公共下水道管

に接続することが義務となり、接

続しない場合の罰則規定もあり

ます。しかしながら現実として接
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

続率が100％にはなっていませ

ん。家庭汚水や産業排水の公共下

水道への接続が喫緊の課題とし

て、多くの市民に認識されること

を望みます。

②川の水源がない

ア、公共下水道管の雨水幹線が

座生川となる地点の水質を見る

と、流量は少なく、水質は悪い。

イ、かつて存在した湧き水は、

座生川に流入していないと思わ

れる。

汚い水が流れる理由は、この2

点に集約されるのではないでし

ょうか。

全体

２ ４　座生川の水をきれいにす

るために

それでは、座生川の水をきれい

にするために、どんなことをすれ

ばよいのでしょうか。

①河川と公共下水道の一体的

な政策が必要ではないか。

②公共下水道への接続率100％

達成のために、大々的にキャンペ

ーンを行うなど、市民への啓発活

動を行うこと。

③未処理の産業排水の流入を

防ぐため、その事業所の洗い出し

と接続のための話し合いを行う

こと。

④水源となっていた池の復旧、

または地下水などの代替水源の

確保

⑤川の自浄作用を促すための

施策を検討すること。下流湿地帯

を利用した河川水浄化システム

①～⑥のうち②、③、⑥につい

ては、P31「第６章　目標実現に向

けた取組」の「３　安定」の（３）

広報活動にありますように、イベ

ント等の参画やマンホールカー

ドの配布による普及活動を継続

して行っていきます。

①については、公共下水道は、

公共用水域（普通河川、１・２・

準用河川、湖沼、湾、海）などの水

質保全を目的とした施策を展開

しており、その目的達成のために

上流域の汚水発生源となる地方

公共団体が、汚水管の整備区域を

定め計画的な整備を推進してい

ることから、現状の施策で満足し

ているものと考えます。

④については、公共下水道の事

業内容とは異なることから、参考

意見として取り扱います。

⑤については、川の自浄作用を

修正無し
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

を構築すること。（浄化した水を

上流に送水して水源とすること

も考慮）

⑥座生川のきれいな水が復活

することは、公共下水道への接続

が普及することであり、下水道事

業の経営にも寄与することを理

解する。

以上、野田市の水環境を保全し

快適な生活環境を保つために、願

わくは座生川の水辺で魚釣りが

できるように、「下水道事業経営

戦略と水環境保全」について意見

を述べるものであります。

促すための施策の検討は、公共下

水道事業の目的「公共用水域の水

質保全」とは異なることから、参

考意見として取り扱います。

また、河川水浄化システムの構

築は、国の定める水質基準で放流

された処理水が河川などの公共

用水域に流れている以上、それを

新たに浄化する必要はないと判

断されることや、自然をコントロ

ールするような浄化システムは

公共下水道事業としての整備で

はないことから、参考意見として

取り扱います。

P30　第５章　経営の基本方針　３　基本目標と達成のための施策

３ 野田市立地適正化計画骨子案

で都市機能誘導区域（中里周辺

エリア）に設定します。ので中

里・谷吉地区を下水道整備地区

に追加すべきでないか。

市街化区域のうち、人口集中地

区に重点を置いて下水道整備を

進めているため、中里・谷吉地区

については、現在の整備状況を見

定め、次期計画の見直し（令和12

年度）に併せ、整備区域とするこ

とが可能か検討して参ります。

修正無し

P30　第５章　経営の基本方針　３　基本目標と達成のための施策

４ 野田市下水道事業経営戦略に

ついて質問します。令和８年度か

ら令和１７年度の工事に何故中

里地区は含まれないのでしょう

か。私達の住む住宅街には雨水の

Ｕ字溝しか有りません。農家が土

地を売ると建売がどんどん増え

ている状態です。昔から古い街な

のにいつまでも下水が無いのは

おかしいと思います。１本の細い

Ｕ字溝に頼るのは無理が有ると

思います。下水道を設置すること

を望みます。いずれパンクして行

市街化区域のうち、人口集中地

区に重点を置いて下水道整備を

進めているため、中里・谷吉地区

については、現在の整備状況を見

定め、次期計画の見直し（令和12

年度）に併せ、整備区域とするこ

とが可能か検討して参ります。

修正無し
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

くと思います。早急に工事は必要

です。
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野田市下水道事業経営戦略
　（令和8年度～令和17年度）

　　　（抜粋版）

令和8年3．月

野田市建設局土木部下水道課



第5章経営の基本方針

1　基本理念

　下水道は、衛生的な生活環境を確保し、公共用水域の水質を保全するとともに、浸水被害か

ら人々の生命と財産を守る役割を担っており、人々が安全で健康な生活を送る上で欠かせない

インフラ施設です。このような生活の基本的都市基盤である下水道は、途切れることなくその

サービスを提供し続ける使命があり、将来にわたって安定的に下水道事業を継続していく必要

があります。

　市民の生活を支える下水道を未来へつなぐため、平成27年度に策定し、令和4年度に見直

しを行った「野田市汚水適正処理構想」の目的である「都市の健全な発展及び公衆衛生の向上」

並びに「公共水域の水質保全」を踏まえ、本市下水道の基本理念を「豊かなみどりと安全で安

心な暮らしを支える下水道」とし、基本目標を設定します。

　　　　　　　　　　　　基本理念

「豊かなみどりと安全で安心な暮らしを支える下水道」
”）

　　　　　　　　　　　　　　基本目標

◆みどり豊かで生物多様性に富んだ野田市の環境を守ります。

◆安全で安心して暮らせるインフラ整備を推進します。

◆安定した事業経営による下水道サービスを提供します。
ノ

図22　経営の基本方針
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表7　数値目標 （単位：％）

基本目標 基本方針
　項目
（管理特性）

数値目標 備考

目標値

（R17）
77．4

・（仮称）関宿元町地区土地

区画整理事業
・ 花井地区、堤根地区、山崎

字梅台地区

1環境保全
（1）未普及地区

の解消
普及率

現況値
（R5）

72．3

目標値

（R17）
83．1 雨水幹線（南部1号幹線、阿

部沼幹線）や雨水調整池（阿

部沼調整池）等の整備

（1）浸水に対する

備え
進捗率

現況値
（R5）

9．7

目標値

（R17）
100 管路の耐震化工事、マンホ

ール浮上対策工事、ポンプ

施設の自家発電設備工事及

び耐震化工事

2安全・安心
（2）地震に対する

備え
進捗率

現況値
（R5）

22．3

（3）施設の老朽

化・不明水対策

令和5年度に見直した下水道ストックマネジメント計画（長寿命化計画）

（5年計画）に基づき、①点検・調査の実施→②修繕・改築計画→③修

繕・改築の実施→④評価・見直しし、その後においても管路施設やポン

プ施設の改築更新を計画的に実施

目標値

（R17）
77．4

・（仮称）関宿元町地区土地

区画整理事業

・花井地区、堤根地区、山崎

字梅台地区

普及率
現況値
（R5）

72．3

目標値

（R17）
現状以上

戸別訪問による接続促進、

融資あっせん及び利子補給
水洗化率

現況値
（R5）

93．9

3安定
（1）経営の安定

化 目標値

（R17）
100．0

経費回収率
現況値
（R5）

94．4

使用料改定
目標値

（R17）
100．0

流動比率
現況値
（R5）

39．7

※数値目標の「目標f直」は令和17年度の値で「現況値」は令和5年度の値です。

※汚水施設及び雨水施設の事業費については、国庫補助金や企業債等を財源としていること

　から、これらの財源の確保に努めてまいります。
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第6章目標実現に向けた取組

1　環境保全

（1）未普及地区の解消

　令和17年度までに普及率77．4％を目標に、投資効果等を見極めながら市街化区域に重点を

置いて、汚水施設の整備を進めていきます。

2　安全・安心

（1）浸水に対する備え

　野田市総合計画に基づき、雨水幹線（座生1号幹線、中野台幹線、阿部沼1号幹線、南部1

号幹線、五駄沼幹線）や雨水調整池（阿部沼第1号、第2号、第3号調整池）等の整備を進め

ていき、浸水常襲箇所の解消に努めます。

（2）地震に対する備え

将来整備事業計画に基づき、管路の耐震化工事やマンホールの浮上対策工事、ポンプ施設の

自家発電設備工事及び耐震化工事を進めていきます。

（3）施設の老朽化・不明水対策

　将来整備事業計画に基づき、管路施設やポンプ施設の改築更新を進めていき、施設管理の適

正化を目指します。また、不明水対策においては下水道ストックマネジメント計画（長寿命化

計画）と連携して対応します。

3　安定

（D経営の安定化

　経費回収率及び流動比率の向上を目標とし、使用料の改定を検討します。そのほか、経営の

安定化を図るため下水道普及率を令和17年度までに77．4％を目標とした汚水施設の整備を行

いながら、戸別訪問による接続促進や融資あっせん及び利子補給制度により水洗化率の向上に

努めます。

（2）管理体制の効率化

　下水道課の職員については、普及率向上のための汚水施設の整備や浸水対策のための雨水施

設の整備、そして今後の施設管理の最適化を考慮した下水道ストックマネジメント計画（長寿

命化計画）や下水道総合地震対策計画の事業内容と照らし合わせて定員管理の適正化を図りま

す。

　また、本市は江戸川左岸流域関連公共下水道により広域化が図られており、更なる効率化に

向けて平成30年8月に立ち上げられた千葉県汚水処理広域化・共同化検討会において千葉県

と協議していくとともに、第3章「将来の事業環境（8民間活用の見通し）」において記載し
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たとおり、下水道施設の維持管理に関して民間活力の活用も検討します。

　それから、技術講習会への参加等を通じて技術継承を行います。あわせて、積極的に下水道

の工事に関する最新情報を収集し導入を検討します。

（3）広報活動

広報活動では、イベント等への参画による下水道事業PRやマンホールカードの配布による普

及活動を行っていきます。

図23野田市のマンホールカード
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野田市下水道事業経営戦略　（令和8年度〜令和17年度）　　　（抜粋版）令和8年3．月野田市建設局土木部下水道課第5章経営の基本方針1　基本理念　下水道は、衛生的な生活環境を確保し、公共用水域の水質を保全するとともに、浸水被害から人々の生命と財産を守る役割を担っており、人々が安全で健康な生活を送る上で欠かせないインフラ施設です。このような生活の基本的都市基盤である下水道は、途切れることなくそのサービスを提供し続ける使命があり、将来にわたって安定的に下水道事業を継続していく必要があります。　市民の生活を支える下水道を未来へつなぐため、平成27年度に策定し、令和4年度に見直しを行った「野田市汚水適正処理構想」の目的である「都市の健全な発展及び公衆衛生の向上」並びに「公共水域の水質保全」を踏まえ、本市下水道の基本理念を「豊かなみどりと安全で安心な暮らしを支える下水道」とし、基本目標を設定します。　　　　　　　　　　　　基本理念「豊かなみどりと安全で安心な暮らしを支える下水道」”）　　　　　　　　　　　　　　基本目標◆みどり豊かで生物多様性に富んだ野田市の環境を守ります。◆安全で安心して暮らせるインフラ整備を推進します。◆安定した事業経営による下水道サービスを提供します。ノ図22　経営の基本方針27表7　数値目標（単位：％）基本目標基本方針　項目（管理特性）数値目標備考目標値（R17）77．4・（仮称）関宿元町地区土地区画整理事業・花井地区、堤根地区、山崎字梅台地区1環境保全（1）未普及地区の解消普及率現況値（R5）72．3目標値（R17）83．1雨水幹線（南部1号幹線、阿部沼幹線）や雨水調整池（阿部沼調整池）等の整備（1）浸水に対する備え進捗率現況値（R5）9．7目標値（R17）100管路の耐震化工事、マンホール浮上対策工事、ポンプ施設の自家発電設備工事及び耐震化工事2安全・安心（2）地震に対する備え進捗率現況値（R5）22．3（3）施設の老朽化・不明水対策令和5年度に見直した下水道ストックマネジメント計画（長寿命化計画）（5年計画）に基づき、�@点検・調査の実施→�A修繕・改築計画→�B修繕・改築の実施→�C評価・見直しし、その後においても管路施設やポンプ施設の改築更新を計画的に実施目標値（R17）77．4・（仮称）関宿元町地区土地区画整理事業・花井地区、堤根地区、山崎字梅台地区普及率現況値（R5）72．3目標値（R17）現状以上戸別訪問による接続促進、融資あっせん及び利子補給水洗化率現況値（R5）93．93安定（1）経営の安定化目標値（R17）100．0経費回収率現況値（R5）94．4使用料改定目標値（R17）100．0流動比率現況値（R5）39．7※数値目標の「目標f直」は令和17年度の値で「現況値」は令和5年度の値です。※汚水施設及び雨水施設の事業費については、国庫補助金や企業債等を財源としていること　から、これらの財源の確保に努めてまいります。30第6章目標実現に向けた取組1　環境保全（1）未普及地区の解消　令和17年度までに普及率77．4％を目標に、投資効果等を見極めながら市街化区域に重点を置いて、汚水施設の整備を進めていきます。2　安全・安心（1）浸水に対する備え　野田市総合計画に基づき、雨水幹線（座生1号幹線、中野台幹線、阿部沼1号幹線、南部1号幹線、五駄沼幹線）や雨水調整池（阿部沼第1号、第2号、第3号調整池）等の整備を進めていき、浸水常襲箇所の解消に努めます。（2）地震に対する備え将来整備事業計画に基づき、管路の耐震化工事やマンホールの浮上対策工事、ポンプ施設の自家発電設備工事及び耐震化工事を進めていきます。（3）施設の老朽化・不明水対策　将来整備事業計画に基づき、管路施設やポンプ施設の改築更新を進めていき、施設管理の適正化を目指します。また、不明水対策においては下水道ストックマネジメント計画（長寿命化計画）と連携して対応します。3　安定（D経営の安定化　経費回収率及び流動比率の向上を目標とし、使用料の改定を検討します。そのほか、経営の安定化を図るため下水道普及率を令和17年度までに77．4％を目標とした汚水施設の整備を行いながら、戸別訪問による接続促進や融資あっせん及び利子補給制度により水洗化率の向上に努めます。（2）管理体制の効率化　下水道課の職員については、普及率向上のための汚水施設の整備や浸水対策のための雨水施設の整備、そして今後の施設管理の最適化を考慮した下水道ストックマネジメント計画（長寿命化計画）や下水道総合地震対策計画の事業内容と照らし合わせて定員管理の適正化を図ります。　また、本市は江戸川左岸流域関連公共下水道により広域化が図られており、更なる効率化に向けて平成30年8月に立ち上げられた千葉県汚水処理広域化・共同化検討会において千葉県と協議していくとともに、第3章「将来の事業環境（8民間活用の見通し）」において記載し31たとおり、下水道施設の維持管理に関して民間活力の活用も検討します。　それから、技術講習会への参加等を通じて技術継承を行います。あわせて、積極的に下水道の工事に関する最新情報を収集し導入を検討します。（3）広報活動広報活動では、イベント等への参画による下水道事業PRやマンホールカードの配布による普及活動を行っていきます。図23野田市のマンホールカード32

